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第２部　ぐんまの環境

（1） 新エネルギーとは

　石油を代替するエネルギーで、 経済性の面における

制約から普及が十分でないものであって、 促進すること

がその導入を図るために特に必要なものとされており、

次のように分類することができます。

（2） 新エネルギーに関する調査研究

　石油代替エネルギーの確保や地球温暖化対策の

取り組みが求められる中、 新エネルギー導入の必要

性は、 近年一層高まってきています。

　このため、 県庁内に設置している 「新エネルギー

研究会」 において、 群馬県における今後の新エネ

ルギー施策のあり方を総合的 ・部局横断的に検討し

ています。

（3） 新エネルギー導入の推進

　地域における新エネルギー導入の事業化に必要な

研究 ・ 調査を実施する 「新エネルギー導入可能性

調査」 を実施しました。 （小水力発電の導入可能性

等について２件実施。）

　また、 模範的 ・先進的な新エネルギー導入を支援

する 「新エネルギー導入モデル支援事業」を実施し、

２件の小水力発電システム導入に対して、 補助を行

いました。

（4） 新エネルギーの普及啓発

　新エネルギーの普及啓発のため、 市町村における

地域新エネルギービジョン策定の支援や、 セミナー

の開催等を実施しました。

　「地域新エネルギービジョン」 は、 地方公共団体が

地域特性に適合した新エネルギーを普及することを

目的に、 地域における新エネルギー賦存量や導入

目標、 導入に向けた取り組み等を盛り込んで策定す

るものです。 策定を支援するために、 市町村のビジ

ョン策定委員会に参加し、 助言や情報提供を行いま

した。

　また、 小規模な流れを利用した小水力発電や小型

風力発電、 温度差発電などをテーマとした新エネル

ギー研修会、小学生を対象とした新エネルギー教室、

木質ペレットストーブの燃焼展示やぐんま環境＆森

林フェスティバルにおける新エネルギー導入事例の

紹介など、 様々な機会を通じて子どもから大人まで

幅広い世代を対象に新エネルギーの普及啓発を行

いました。

（5） 群馬県地域結集型研究開発プログラムの推進

　県では、 本県が全国的にも畜産業が盛んな場所で

あり、 余剰たい肥が生じている状況を踏まえて、「家

畜排せつ物からエネルギーを獲得して有効利用する

とともに、 環境への負荷を低減する技術」 を開発す

る 「環境に調和した地域産業創出プロジェクト」 を

平成18年１月から進めてきました。 平成22年度は、

畜産農家での実証実験を中心に行いました。

　本プログラムでは、 大学、 企業、 試験研究機関が

結集して、 以下の研究開発に取り組んできました。

　 ・ 家畜糞を低温でガス化することにより効率良くエ

ネルギーを獲得する技術の研究開発

　 ・ 家畜尿汚水からリンなどの資源を回収するととも

に、 汚水を浄化する技術の研究開発

　 ・ 畜産臭気対策として低コストで効率の良い脱臭

装置の研究開発

　今後は、 事業化 ・ 商品化につなげる研究開発を

推進するとともに、 研究成果の普及促進を図ります。

第４節　新エネルギーの活用

１　新エネルギーの導入促進

新エネルギー

熱利用分野 発電分野

太陽熱利用

バイオマス熱利用

温度差熱利用

雪氷熱利用

太陽光発電

風力発電

バイオマス発電

※中小規模水力発電

※地熱発電

バイオマス燃料製造

バイオディーゼル燃料、 バイオエタノー

ル、 木質ペレット、 等

※中小規模水力発電は未利用水力を利用する1,000kW以

下のものに限る

※地熱発電はバイナリ方式に限る
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小野池あじさい公園 （渋川市） での小水力発電実証実験コラム

　群馬県では、 昨年度、 群馬県緑の分権改革推進事業の一環として、 小野池あじさい公園 （渋川市） 内に、 実

際に小水力発電システムを設置して、 稼働状況や電力の使用方法等について検証する実験を行いました。

この実験では小水力発電の技術的な課題を探るとともに、 小水力発電をどのように活用して地域活性化につなげ

ていくかについて検討しました。

　実験を実施していく上で、 落ち葉等ゴミが大きな課題として浮かび上がってきました。 小水力発電システムへ流

れ込む水は、 山間の開渠 （蓋のない水路） を流れてくるため、 小石や落ち葉 ・ 小枝等が落下し流れてきます。

これらのゴミが、 システムへの導水路 （写真では、 木の樋） にたまり、 水があふれてしまいます。 その結果、 水

車に落ち込む水量が少なくなり、 発電量が低下してしまいます。

　これに対して、 地域のボランティアの協力を得て、 定期的なゴミの除去をすることにより、 解決することができま

した。 「自分たちでつくる電力」 という意識をもって小水力発電のために市民ボランティアの方々が様々な場面で

協力する姿は、 地域活性化のきっかけとなる可能性を示しました。

　実証実験は、 平成22年度で終了しましたが、 小水力発電活用による地域活性化モデルとして、 調査終了後も

継続して小水力発電システムを設置しています。

　どなたでもご覧いただけますので、 小野池あじさい公園に行かれる際には、 是非一度ご覧になってください。

　※緑の分権改革推進事業は、 国 （総務省） が 「地域の自給力と創富力 （富を生み出す力） を高める地域主

権型社会」 の構築を実現するために推進している事業です。

　※小水力発電 ： ダムのような大規模な設備が不要で、 身の回りにある水の流れを利用して発電できるため、 い

ろいろな地域で導入が検討され、 利用が広がっています。 小野池あじさい公園に設置した発電機の出力は

約60Wで、 発電される電力はイルミネーション等に利用される予定です。

　※小野池あじさい公園では、 以前から地域住民がボランティアで清掃活動を行ったり、 公園の活性化について

の取り組みを実施してきました。 その活動が実を結び、 毎年６月中旬に開催される 「あじさい祭り」 には、

２万人以上の観光客が訪れています。

写真：小野池あじさい公園に設置した小水力発電システム （23.6.28撮影）

＜樋にたまった砂利＞

第４章　地球温暖化の防止
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バイオマスのカスケード利用とは？コラム

　バイオマスを単に燃焼させるのではなく経済性やLCA

（ライフサイクルアセスメント） を考慮しつつ、 製品とし

て価値の高い順に可能な限り繰り返し利用し、 最終的

には燃焼させエネルギーを利用することをカスケード

（多段階） 利用と言います。

　例えば、木質バイオマスの場合、樹木を伐採した後、

住宅や家具などに利用し、 その木くずや利用後の廃

棄物を粉砕し木質ボードや紙 ・ パルプ原料に利用す

る。 さらにその後、 焼却しエネルギーとして利用する

などです。

　同じような意味で、 付加価値の高いものから順に使

っていくという考え方を示したものに 「バイオマスの５F」

があります。

（1） バイオマスについて

　バイオマスとは生物資源 （bio） の量 （mass） を表

す概念で、「再生可能な生物由来の有機性資源で、

化石資源を除いたもの」 をいいます。

　また、 バイオマスの性質としては、 植物は成長過

程で光合成により二酸化炭素を固定するため、 燃焼

しても実質的には大気中の二酸化炭素を増加させる

ことにはならない性質があり、 このように二酸化炭素

の増減に影響を与えない性質のことを 「カーボンニ

ュートラル」 と呼んでいます。

　バイオマスによる発電、 熱利用、 燃料製造も 「新エネ

ルギー利用等の促進に関する特別措置法」 において、

新エネルギーとして位置づけられています。

（2） バイオマス活用の推進

　バイオマスはその特性として、 種類が多く、 広く薄

く存在し、 利活用形態も極めて多様であるため、 関

係する業界、 行政分野が非常に広範囲に及んでい

ます。 そこで、 活用推進に向けて関係者が連携 ・

協力して取り組むため、「群馬県バイオマス利活用推

進連絡会議」 を庁内関係各課の参加を得て設置し、

バイオマス利活用の推進方針として 「群馬県バイオ

マス総合利用マスタープラン」 を定めています。

　平成21年度時点における利活用率について進捗

点検を実施したところ、 バイオマスの 「賦存量」 は

プラン作成時 （平成15年時点） からほとんど変化あ

りませんでしたが、 バイオマスの 「利活用率」 につ

いては、 プラン策定時の51％から16％増加し67％と

なりました。

　これは、 賦存量が特に多い 「家畜排せつ物」 や、

「わら類」、「建設発生木材」 における利活用量が大

幅に増加したことなどによるものです。

　しかし、 計画目標年度 （平成22年度） 時点での

利活用率の目標は77％であることから、 目標達成は

困難な状況です。

（3） 取り組みの状況

　「群馬県バイオマス利活用推進連絡会議」 では、

平成18年度においては家畜排せつ物の利活用、 平

成19年度においては木質バイオマスのエタノール化

や、 赤城南面地域における松くい虫被害マツ材や未

利用の広葉樹の熱源としての利用可能性について

検討し、 結果を公表しました。 平成20年度において

は関係者の見識を高めるため、 国内外のバイオマス

利活用事情について有識者による講演会を開催しま

した。 平成21年度においては、 木質バイオマス （木

質ペレット） 利用実現のための実証調査を行い、 普

及にあたっての問題点等について検討しました。

　また、 平成22年度には、 バイオマスに関連する情

報や事例を整理した、「平成23年度版バイオマス利活

用推進ハンドブック」 を編纂するなど、 庁内各課が

連携してバイオマス利活用の推進に取り組んでいき

ます。

２　バイオマス活用推進


